
　八潮市の普通会計（注）の平成２１年度から令和６年度までの決算状況の推移をグラフなど

を使ってお知らせします。

　また、直近５年間と１０年前の平成２６年度、１５年前の平成２１年度については、該当

する数値を表形式で表示しています。

注 　 地方公共団体の会計は、「一般会計」と「特別会計」によって構成されていますが、団体ご

 とに各会計で経理する事業の範囲が異なっています。

 　このため、他の地方公共団体との比較や時系列での比較ができるよう、統一的な基準で整理

 した地方財政の統計上の会計が「普通会計」です。

 　八潮市の普通会計は、一般会計と土地区画整理事業特別会計の一部（主に道路整備に対する

 国庫補助事業分）を合せたものです。
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(単位：億円）

　本市の歳入・歳出総額は、平成２１年度と令和６年度を比較すると、歳入では

「１４７．５億円」、歳出では「１２０．２億円」増加しています。

　令和２年度を境に、国の緊急経済対策や新庁舎整備事業の実施に伴い、歳入歳出総額が大

幅に増加しました。

　前年度と令和６年度を比較すると、歳入では「３２億円」、歳出では「３９．７億円」

減少しています。

　減少した主な要因は、歳入については、国庫支出金では「新型コロナウイルス感染症対応

地方創生臨時交付金」（４．２億円）の減、市債では「新庁舎整備事業」（３８．７億円）

の減などに伴うものです。また、歳出については、総務費では「新庁舎建設工事費」（５９．

８億円）の減、公債費では「長期債元金償還金」（３．４億円）の減などに伴うものです。
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(単位：億円）

　歳出総額の規模では、平成２１年度と令和６年度を比較すると「１２０．２億円」増加し

ていますが、歳入の根幹である市税は「４０．５億円」の増加にとどまっています。

　前年度に引き続き令和６年度も、「新庁舎整備事業」など、単年度の収入ではまかないき

れない大きな事業費の財源を確保するため、一般家庭の借金にあたる地方債（注１）を活用

したり、預貯金にあたる基金（注２）を取り崩したりするなどして対応しています。

注１  　地方債とは、自治体が借金することによる収入です。借金が収入になるのはおかしいようで

 すが、「借金をしても現金が入ってくる」と言う意味で収入として扱われます。

 　また、地方債の借入れが認められるのは、大きな施設などの建設に多額の費用を要するとき

 や、国の減税政策による市税収入の減を補てんする場合など、法律で定められています。

 　なお、地方債現在高とは、当該年度末での地方債の元金残高です。

注２  　基金とは、特定目的のために資金を積み立てたり、定額の資金を運用するために設置され

 たもので、一般家庭における預貯金にあたります。

 　なお、基金現在高とは、当該年度末での基金残高です。
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(単位：億円）

　地方債現在高は平成１６年度をピークに減少傾向となっていましたが、その後は、計画的

に実施していた小中学校耐震補強・大規模改修事業などで地方債を財源として活用していた

ことから、ほぼ横ばい状態が続いていました。事業が完了した平成２８年度以降は減少傾向

となっていましたが、令和３年度以降は、新庁舎整備事業などで地方債を活用したため、増

加に転じています。

　地方債現在高は、平成２１年度と令和６年度を比べると「４１．５億円」減少し、令和６

年度は「２４０．７億円」となっています。　

　なお、令和６年度の市民１人当たりの地方債現在高は「２５６，９９５円」で、埼玉県内

４０市の平均「２７５，２２２円」と比べると低くなっています。

　また、基金現在高は平成２４年度から増加傾向にありましたが、令和３年度以降は新庁舎

整備事業で基金を活用したため減少に転じ、令和６年度の基金現在高は「６１．３億円」と

なっております。

令和６年度末の市民１人当たりの地方債・基金現在高

注  　類似団体とは、総務省が毎年度作成する類似団体別市町村財政指数表にいう類型別の類似団

 体をいい、人口と産業構造の２要素によって分類されており、本市は「都市Ⅱ－３」です。

 県内の類似団体：飯能市、東松山市、蕨市、志木市、和光市、桶川市、北本市、蓮田市、幸手市、

　　 　　　　　　鶴ヶ島市、日高市、吉川市、白岡市
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４－１　歳入決算額の推移

(単位：億円）

　市税収入は、平成１６年度から増加傾向にあります。平成１７年８月のつくばエクスプレ

スの開業や土地区画整理事業の進展などにより、人口が増加していることが主な要因といえ

ます。

　令和６年度では、固定資産税（１．８億円）、都市計画税（０．３億円）の増などがあっ

たことに伴い、市税全体で「１．１億円」増加しました。

　国・県支出金は「１１１．３億円」となり、令和５年度と比較して「１１億円」増加して

おり、その要因として物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（５．２億円）の増加など

が挙げられます。

　本市の歳入の状況は、近年の傾向として、人口の増加等により市税収入が増加しているも

のの、今後も様々な市民ニーズに対応するためより一層の市税収入などの一般財源（使途が

特定されていない財源）の確保に努めることが重要な課題となっています。
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４－２　経常一般財源収入の推移

(単位：億円）

　本市の経常一般財源（注）の内訳を見ると、歳入の根幹をなす市税は増加傾向にあり、令

和６年度は「１７０．８億円」で、平成２１年度と比較すると「３６．３億円」の増加となっ

ています。

　また、地方交付税のうち普通交付税については、平成２９年度から令和２年度まで不交付

団体であり、令和３年度は交付団体となりましたが、令和４年度から再び不交付団体となり

ました。

注  　経常一般財源とは、毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず

 自由に使用できる収入をいいます。

 などです。また、歳入総額に占める経常一般財源の割合により、当該団体の収入の安定性と財

 政上の自立性がどの程度確保されているかを推測することができます。 
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４－３　地方債の状況

(単位：億円）

　地方債現在高の推移として、つくばエクスプレス建設のための出資金が鉄道開通により終

了したことに伴い、平成１６年度をピークに減少してきましたが、令和３年度からの新庁舎

建設等により増加に転じました。しかし、令和５年度の新庁舎の完成に伴い、令和６年度は

減少しています。

　令和６年度の地方債借入額は、平成２１年度と比べて「１１．１億円」の減少、令和５年

度と比べると「３３．１億円」減少しました。

　また、令和６年度の地方債現在高は、平成２１年度と比べて「４１．５億円」減少してお

り、令和５年度と比べると「２．２億円」減少しました。

　今後、地方債現在高を減少させるためには、世代間の公平性には十分配慮し、財政指標を

踏まえつつ、後年度に過度な負担が生じないよう、地方債発行の抑制に留意する必要があり

ます。
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４－４　実質公債費比率、将来負担比率の推移

①　実質公債費比率

　実質公債費比率は、一般会計等が負担する公債費、公営企業（一部事務組合）の公債

費、公営企業（一部事務組合）の繰出金（負担金）のうち公債費に充てられる分など、

「実質的な公債費」が「標準財政規模」にどの程度の割合を占めているかを見る指標で、

３か年の平均値で判断します。

　実質公債費比率（３か年平均値）が「１８％以上」となった場合は、地方債の発行に

あたって公債費負担の適正化を図るための「公債費負担適正化計画」を策定した上、県

の許可を受ける必要があります。

　また、この比率が地方公共団体の財政の健全化に関する法律（財政健全化法）に基づ

く早期健全化基準以上となった場合、財政健全化計画を定め、「自主的な改善努力によ

る財政健全化」に努めるものとし、財政再生基準以上となった場合、財政再生計画を定

め「国等の関与による確実な再生」に努めなければならないとされています。

　本市の令和６年度の３か年平均の比率は「７．２％」となっております。埼玉県内市

町村平均の「５．０％」や、全国市町村平均「５．６％」を上回っていますが、早期健

全化・財政再生基準については下回っています。

〔参考〕　Ｒ６年度（単年度）の算定内訳

( ＋ ＋ )

注１：公営企業債の償還に充てた繰入金（1,392,563千円）などが含まれる。

注２：都市計画税充当額（1,057,842千円）などが含まれる。

注３：元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

注４：団体の一般財源の標準規模を示すもので、当比率では次のとおり算出

　　　される。（標準税収入額等＋普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額）
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7.6% 

)－(

３か年平均

単年度

元利償還金
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注２注１

7.4%

6.8% 8.1% 7.6%

1,596,191

特定財源

標準財政規模

1,596,191－

注４

需要額算入額

－8－



②　将来負担比率

　財政健全化法に基づく財政指標の一つであり、一般会計等の地方債残高、債務負担行

為に基づく支出予定額及び公営企業債残高のうち普通会計からの繰出金で償還する見込

額などの「将来負担額」が、「標準財政規模」にどの程度の割合を占めているかを見る

指標です。

　本市では、令和６年度は「５５．４％」と、全国平均の「６．２％」や埼玉県内市

町村平均「７．８％」と比較して高い水準にあるものの、早期健全化基準を下回ってい

ます。

　他団体と比較して高い比率となっている要因としては、土地区画整理事業に対する将

来の負担や新庁舎整備事業に伴う地方債の償還等が多く見込まれることなどが挙げられ

ます。

〔参考〕　Ｒ６年度の算定内訳

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

注  　早期健全化基準及び財政再生基準は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく健

 全化判断指標（実質赤字比率、連結赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率）のいずれかが

 それぞれの基準以上の場合、財政の健全化に向けた取組が義務付けされる判断基準となるもの

 です。

 　「早期健全化基準」以上の場合、「財政健全化計画」を定め「自主的な改善努力による財政

 健全化」に努めなければならないとされています。

 努めなければならないとされています。
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区　分

Ｂ　充当可能財源等

55.4%

36,524,747 

(3) その他

18,682,380 

24,130,255 

(1) 基準財政需要額算入見込額

Ｂ 充当可能財源等

Ｃ 標準財政規模

計

Ｆ（Ｃ－Ｄ）
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(2) 公営企業等繰入金見込額

項　　　目区　　分

46,911,397 

Ｒ６年度

計

－

－

 　「財政再生基準」以上の場合、「財政再生計画」を定め「国等の関与による確実な再生」に

＝

Ｒ４

46,911,397千円

53.5%

早期健全化基準Ｒ５

Ｅ（Ａ－Ｂ）

Ｒ６

45.3%

20,334,805千円

Ｄ　算入公債費等の額

55.4%

36,524,747千円

1,596,191千円

10,386,650千円

4,098,762 
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５　歳出の状況

５－１　歳出決算額の推移（性質別）

(単位：億円）

　支出が義務づけられ任意に節減が困難な人件費、扶助費、公債費の３つの費目を「義務的

経費」と呼んでおり、本市の状況としては、平成２１年度と令和６年度を比較すると「義務

的経費」が「３０．７億円」増加しています。公債費はここ数年減少傾向にあるものの、扶

助費は平成２１年度と比較すると「約２．２倍」に増えています。

　また、年々持続して固定的に支出される経費のことを「経常的経費」と呼んでおり、大ま

かにいえば、「義務的経費」に、物件費、維持補修費及び補助費等を加えた費目ですが、経

常的経費の多くは一般財源によって賄われており、その増加は財政構造を悪化（硬直化）さ

せる危険性をはらんでいます。

　なお、令和６年度の歳出総額に占める割合において、扶助費が「１９．９％」と最も高く、

次いで補助費等の「１９．３％」、物件費の「１９．２％」、人件費の「１３．９％」、普

通建設事業費の「９．２％」などとなっています。
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0.0
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～～
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0.0
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Ｒ１ Ｒ４
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0.0
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0.0
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0.0
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５－２　経常的経費充当一般財源の推移

(単位：億円）

　経常的経費に使われている一般財源（経常的経費充当一般財源）の推移を見てみると、令

和６年度は令和５年度と比較して「１３．１億円」増加し、平成２１年度と比較すると

「４７．９億円」増加しています。

　平成２１年度からの主な増額の要因としては、補助費等の増（２６．７億円）、物件費の

増（２０．８億円）、扶助費の増（９．５億円）などが挙げられます。
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0.0

14.2

42.8

49.1

20.220.4

42.5

Ｒ５ Ｒ６Ｒ４Ｒ３

扶 助 費 10.7 15.5 19.9

人 件 費 46.6

Ｒ１

0

30

60

90

120

150

180

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

億円

年度

貸付金

繰出金

補助費等

維持補修費

物件費

公債費

扶助費

人件費

－11－



５－３　経常的経費充当一般財源と経常一般財源収入の推移

(単位：億円）

　経常的経費充当一般財源の推移と歳入の経常一般財源収入の推移を比較してみると、経常

的経費充当一般財源は平成２１年度から令和６年度を比較すると４７．９億円増加しており、

経常一般財源収入は６１．９億円増加しています。

　平成２１年度は、経常的経費充当一般財源と経常一般財源収入の差が４．９億円であった

のに対し、令和６年度は経常一般財源収入が１８．９億円上回っています。

～
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５－４　経常収支比率の推移

～ ～

　経常収支比率（注）は、財政構造の弾力性を示す指標の一つで数値が高いほど弾力性が

ない（硬直化している）とされるものですが、平成２４年度から令和５年度までは９０％

を下回る状況が続いていましたが、令和６年度からは９０％を超える数値となっています。

　これは、主に人件費や補助費等が増加していることによるものと考えられます。

　なお、令和６年度の埼玉県内４０市の平均比率は「９５．７％」で、八潮市は平均より

低い値となっています。

〔参考〕　Ｒ６年度の算定内訳

＋ ＋

注  　経常収支比率とは、経常的経費充当一般財源を経常一般財源収入で除したものです。

 　この指標は、財政構造の弾力性を測定するために使われているもので、人件費、扶助費、公

 債費等の経常的経費に対し、地方税や地方譲与税などの経常的に収入される財源のうち、使途

 が特定されず自由に使用しうる収入（経常一般財源等）や臨時財政対策債がどの程度充当され

 ているかを見ることにより、その団体の財政構造の弾力性を判断するための指標です。

 　このため、数値が高いほど、財政構造の弾力性がない（硬直化している）といわれます。
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６まとめ

　本市の財政状況を見ると、歳入のうち市税では、人口の増加等を反映して、令和６年度も増

加となりました。市債では、単年度の収入ではまかないきれない多額の事業費の財源を確保し、

世代間の公平性を図るため、後年度の負担に配慮しつつ活用してきました。

　今後は、新庁舎周辺の整備や新設小学校の建設、公共施設の大規模改修などの実施により、

地方債現在高の増加が見込まれます。

　一方、歳出では、令和６年度は義務的経費である公債費は減少したものの、給与制度の改正

等により人件費が増加となりました。また、経常的経費である物件費、補助費等は引き続き増

加傾向にあります。これらの固定的に支出される経費の増加は財政構造を悪化させる危険性が

あることから、更なる財政運営の効率化が求められます。

　また、本市では、老朽化した公共施設の大規模改修など、計画的なアセットマネジメントの

取組を行っており、将来への投資（財産形成）といえる普通建設事業に多くの財源を必要とし

ています。

　さらに、人口の増加や高齢化の進展等により介護保険事業等の社会保障関係の特別会計に対

する繰出金の増加や、区画整理事業などに対する国庫補助事業に係る負担金や繰出金などの財

政的支援も必要となっています。

　このようなことから、歳入では、市税をはじめとする使途が特定されていない自主財源を安

定的に確保するほか、市有財産における未利用地・跡地の利活用など、自主財源の増加に向け

た取組を積極的に行うことが重要な課題となっています。

　また、歳出では、義務的経費といわれる人件費、公債費、扶助費の増加をできるだけ抑え、

自由に使える財源をいかに市民ニーズに対応した新たな政策的経費や投資的経費に充てられる

かが重要な課題であるといえます。

　特に、公債費については、学校建設や公共施設の大規模改修等の財源として地方債を活用

することから地方債の現在高が増加し、地方債の償還金である公債費の負担も見込まれます。

　このため、世代間の公平性には配慮しつつも、財政指標等を踏まえ、後年度に過度な負担が

生じないよう留意する必要があります。

　また、公営企業（区画整理事業や公共下水道事業）においては、「独立採算の原則」に基づ

き経営の健全化を図りながら、一般会計からの財政支援に頼らない事業経営が求められていま

す。

　いずれにしても、歳入については、市税をはじめとした自主財源の確保に向けた取組等を徹

底して進めるとともに、歳出については事業の見直しや効率的かつ効果的な事業手法のあり方

等を再検証し、歳出削減に向けて取り組むなど、持続可能な財政運営に努めていく必要があり

ます。
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